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付加価値税（以下、VAT）

1.動物飼料を輸入する際のVAT免税

2014年4月21日付の財務省発行のオフィシャルレター
（以下、OL）5165によれば、未加工・半加工の農産物、
畜産物、水産物は動物飼料として輸入される場合、輸
入VATが免除されます。

これらの飼料について輸入VATを既に支払った場合、
修正申告せずに、仕入VATとして控除できます。 

2. 未加工・半加工の農産物、畜産物、生産物及
び新鮮な食品に対するVATに関するガイダンス 

2014年5月29日財務省は未加工又は半加工の農産物、畜
産物、生産物及び新鮮な食品に対するVATに関するガイ
ダンスとしてOL7062を発行しました。主な内容は以下の通
りです。

•	 新鮮な食品を販売する際にはVAT5%が適用され

ます。しかし、2014年1月1日以降控除方式を採用

する企業、協同組合は、当該食品を他の企業、協

同組合に販売する場合、VATの申告、納付義務が

ありません。

•	 上記の規定のガイダンスとして、財務省は未加工又は半

加工の農産物、畜産物、生産物及び新鮮な食品に関す

るVAT申告不要対象の7つの例を掲示しました。

3. インボイスに関する規定の重要な変更

2014年6月1日より発効されたCircular 39/2014/TT-BTCの
重要な変更及びアップデートのハイライトとして2014年5月
20日に税務総局がOL1839を発行しました。主な内容は以
下の通りです。

•	 2014年6月1日より輸出インボイスに関する規定が廃止さ
れました。2014年6月1日前に発行通知書を提出した輸
出インボイスに対し、企業・組織は、当該インボイスの継
続使用の希望があれば、未使用輸出インボイスの数量
を2014年7月31日までに税務当局に登録する必要があ
ります。

•	 注文印刷のインボイスを除き、自社印刷のインボイス、電
子インボイスについてはインボイス上ソフトウェアプロバイ
ダーの名前、税コードの表示が不要になります。

•	 自社印刷の条件として払込資本金が、旧規定の10億ド
ン以上から150億ドン以上に引上げられることになりまし
た。新設企業は、払込資本金額が150億ドン未満であ
っても、取得原価が10億ドン以上の固定資産、設備を
購入する場合には、条件を満たします。（ただし、それ
以外にも税コードの取得、税務上の無処罰、かつ商品
販売・サービス提供による売上発生などの条件を必要
とします。）

•	 個人事業主、家族経営者は自社印刷又は注文印刷の
インボイスを発行できず、税務署からインボイスを購入
する必要があります。

•	 インボイスの空白部分について線を引いて消す必要が
なくなります。
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外国契約者税（以下、FCT）
設計サービスから生じた所得に対するタイ・ベトナム租税条約上
の取扱い

設計サービスに対するタイ・ベトナム租税条約の適用ガイドラインとして2014年5月13

日付で税務総局はOL1686を発行しました。

当該OLによれば、タイ・ベトナム租税条約では設計サービスから生じた所得は、使

用料としてベトナムにおいて15％を上限にFCTのうちのCIT部分が課税対象になりま

す。ベトナムの現行規定ではロイヤリティに対してFCT のうちのCIT部分10％が適用

されます。

法人所得税（以下、CIT）
建設期間において発生した預金利息

2014年5月12日付で税務総局は当該内容に関するガイダンスとして、以下の内
容のOL1661を発行しました。

•	 資産の取得に関する借入資金を一時的に投資した場合に発生する預金利息
は、建設期間に当該借入金から発生する支払利息と相殺できます。

•	 一方、払込資本金から発生する預金利息は、建設期間に発生する支払利
息と相殺できません。当該利息は「その他収入」に計上する必要があります。
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